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■「医療的ケア全国ネットワーク」発足の趣旨■

１９８８年、東京都において経管栄養や痰の吸引などいわゆる「医療的ケア」を必要とする児童・

生徒の教育のあり方が課題になりました。当時、東京・大阪のような一部大都市圏における問題とさ

れていましたが、時とともに全国的な課題になり、国会等でも論議されるようになりました。また、

自治体によっては現実的な対応を探る取り組みが進められてきました。

一方、全国特殊学校長会や研究会の研究、ＰＴＡ、各地の親の会等の要請活動を受け、国として一

定の方針を出すために文部省（当時）は、厚生省（当時 、日本医師会、日本看護協会の理解と協力）

の下、１９９８年から「特殊教育における福祉・医療との連携に関する実践研究」を策定して、１０

県に研究委嘱を行いました。その研究成果として今年春には、文部科学省・厚生労働省連携協議会が

「教育・児童福祉・社会保障施策分科会報告書」をまとめをして、新しい方策も提起されました。

各自治体独自の取り組みと国が示した指針などが今後どのようになっていくのか、また現実に医療

的ケアの必要な子どもたちの教育や地域療育などＱＯＬを高めるためにはどう取り組めばよいのか、

意見・実践、課題への対応等について情報交換し、情報を共有する場が、今後重要になっていくと思

われます。

幸い、既に全国各地に医療的ケアを必要とする子どもと家族のＱＯＬの向上に取り組む、親の会や

医療的ケアを考える会等が発足しております。本会は、それらをつないで全国的なネットワークにし

たいと考えております。

■第１回全国連絡会開催要項■

１．日時 ２００２年１１月２３日（土） １４時～１７時

２．場所 神楽坂エミール（教育会館）会議室「つる・かめ」

東京都新宿区赤城元町１－３赤城神社隣り

（０３）３２６０－３２５１Tel
地下鉄東西線神楽坂駅( 出口)徒歩２分No.1
大江戸線牛込神楽坂駅徒歩６分

３．内容＜プログラム＞

2 00 3 30●第１部 ： ～ ：

（１）開会のことば

（２）事務局からあいさつ

（３）参加団体および賛同団体の紹介

（４）古川勝也先生（文部科学省初等中等教育局特別支援教育課特殊教育調査官）のお話

「文部科学省と厚生労働省の今後の取り組み」

（５）北住映ニ先生（心身障害児総合医療療育センター外来療育部長）のお話

「日本小児神経学会の取り組み等について」

（６）飯野順子先生（筑波大学教授・前村山養護学校長）のお話

「医療的ケアに関する最近の情勢や動向について」

＜休憩 ： ～ ： ＞3 30 3 40
3 40 5 00●第２部 ： ～ ：

（１）参加団体からの報告：自己紹介（各会の取り組み）と課題の紹介

（２）医療的ケア全国ネットワーク（仮称）の今後についての協議：

本会の名称、目的、活動内容の検討および今後の活動に対する意見交換等

（３）閉会のことば
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■第１回全国連絡会 参加者名簿■
名前 所属 代表者

１ 北海道 松坂貴子 重症心身障害児を守る会 北海道 太田由実子
２ 北海道 高橋寿美子 お馬パカパカの会 鮫島裕子
３ 宮城県 田中総一郎 宮城県療育懇談会 同
４ 宮城県 池 浩一郎 〃
５ 群馬県 塚本恵美子 あるいていこうねットワーク 同
６ 群馬県 杉村純子 〃
７ 埼玉県 田中まり子 埼玉の医療と教育を考える教職員の会 櫻井宏明
８ 埼玉県 石井利恵 肢体不自由児進路研究会 同Largo
９ 埼玉県 坂入幸子 〃

１０ 埼玉県 中馬由里 〃
１１ 東京都 紺野昭夫 全国訪問教育親の会 同
１２ 東京都 大塚孝司 人工呼吸器をつけた子の親の会（バクバクの会） 同
１３ 東京都 山田寿子 社団法人日本てんかん協会東京都支部 三上伸
１４ 東京都 玉田路子 エンゼルマザー 増沢佐恵子
１５ 東京都 永廣明美 心障学級における医療的ケアを考える会 同
１６ 東京都 永山郁子 心障学級における医療的ケアを考える会
１７ 神奈川県 佐々木直子 地域訓練会グループ スヌーピー 同
１８ 神奈川県 下山郁子 横浜重心グループ連絡会 ～ぱざぱネット～ 同
１９ 神奈川県 佐藤美奈子 ちゅーりっぷの会 同
２０ 神奈川県 佐藤恭子 〃
２１ 神奈川県 山田章弘 医療的ケアおーぷんねっとわーく神奈川（仮参加） 同
２２ 神奈川県 江川文誠 医療的ケアおーぷんねっとわーく神奈川（仮参加）
２３ 神奈川県 福島悦子 神奈川県障害児学校教職員組合 医療的ケア委員会 同（窓口）
２４ 神奈川県 菅野真由美 相模原市肢体不自由児者父母の会 ポコアポコ 原田美佐
２５ 新潟県 立川智恵子 新潟県医療的ケアの会 同
２６ 新潟県 古野芳毅 〃
２７ 長野県 城倉しげ子 同医療的ケアを必要とする子どもの教育と生活を考える会

２８ 長野県 野本和之 〃
２９ 石川県 表真奈美 ミルクゆう（石川県医療的ケアを考える親の会） 同
３０ 石川県 苗代正盛 〃
３１ 石川県 山岸郁代 〃
３２ 石川県 谷内裕里子 〃
３３ 静岡県 清水恵美 静岡県立面部養護学校医療的ケアを考える保護者の会 同
３４ 静岡県 関口政子 静岡の医療的ケアを考える会 同
３５ 愛知県 佐藤美代子 愛知の医療的ケアを考える会 加藤歩
３６ 愛知県 小池征司 医療・福祉・保健・教育のネットワーク名古屋
３７ 京都府 医療・福祉・保健・教育のネットワーク京都 杉本健郎
３８ 大阪府 上田節子 保健・医療・教育・福祉ネットワーク勉強会 杉本健郎
３９ 大阪府 ト部秀二 〃
４０ 沖縄県 城間米子 沖縄訪問教育親の会 同
４１ 沖縄県 伊礼二美 〃
４２ 沖縄県 宮平 修 〃

名前 所属
古川勝也 文部科学省初等中等教育局特別支援教育課
北住映ニ 心身障害児総合医療療育センター
飯野順子 筑波大学

東京都 西京絵子 てんしのわ
東京都 小林保子 てんしのわ
神奈川県 下河辺治美 神奈川県立三ツ境養護学校保護者
神奈川県 中畝治子 ウイング
神奈川県 藤浪ゆかり 横浜市立新治養護学校保護者
大阪府 久保志津江 堺市立百鳥養護学校分校保護者

豊島隆久 東京都立町田養護学校
白鳥芳子 東京都立八王子東養護学校
下川和洋 東京都立府中養護学校
中尾佳代子 鳴門教育大学大学院
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■「医療的ケア全国ネットワーク」賛同団体一覧■

会の名称 代表者氏名

北海道 重症心身障害児を守る会 北海道 太田由実子

北海道 お馬パカパカの会 鮫島裕子

宮城県 宮城県療育懇談会 田中総一郎

群馬県 あるいていこうねットワーク 塚本恵美子

埼玉県 埼玉の医療と教育を考える教職員の会 櫻井宏明

埼玉県 肢体不自由児進路研究会 石井利恵Largo
東京都 全国訪問教育親の会 紺野昭夫

東京都 人工呼吸器をつけた子の親の会（バクバクの会） 大塚孝司

東京都 社団法人日本てんかん協会東京都支部 三上伸

東京都 エンゼルマザー 増沢佐恵子

東京都 心障学級における医療的ケアを考える会 永廣明美

神奈川県 地域訓練会グループ スヌーピー 佐々木直子

神奈川県 横浜重心グループ連絡会 ～ぱざぱネット～ 下山郁子

神奈川県 ちゅーりっぷの会 佐藤美奈子

神奈川県 医療的ケアおーぷんねっとわーく神奈川（仮参加） 山田章弘

神奈川県 神奈川県障害児学校教職員組合 医療的ケア委員会 福島悦子

神奈川県 相模原市肢体不自由児者父母の会 ポコアポコ 原田美佐

神奈川県 ピーターパンの会 中村嘉子

新潟県 新潟県医療的ケアの会 立川智恵子

長野県 医療的ケアを必要とする子どもの教育と生活を考える会 城倉しげ子

石川県 ミルクゆう（石川県医療的ケアを考える親の会） 表真奈美

静岡県 静岡県立面部養護学校医療的ケアを考える保護者の会 清水恵美

静岡県 静岡の医療的ケアを考える会 関口政子

愛知県 愛知の医療的ケアを考える会 加藤歩

愛知県 医療・福祉・保健・教育のネットワーク名古屋

滋賀県 医療的ケアを考える会 岡崎みき

京都府 医療・福祉・保健・教育のネットワーク京都 杉本健郎

大阪府 保健・医療・教育・福祉ネットワーク勉強会 杉本健郎

大阪府 耳原総合病院小児科 藤井建一

兵庫県 地域生活を考えよーかい 李 国本 修慈

広島県 経管栄養児の会 しゃぼんだま 堀田由美

山口県 山口県学校での医療的ケアを考える会 林 隆

鹿児島県 鹿児島県重症心身障害児（者）を守る会 福留美奈子

沖縄県 沖縄訪問教育親の会 城間米子
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（ ～ ）第１部 講演 2:00 3:30

文部科学省と厚生労働省の今後の取り組み

古川勝也先生
（文部科学省初等中等教育局特別支援教育課特殊教育調査官）

日本小児神経学会の取り組み等について

北住映ニ先生
（心身障害児総合医療療育センター外来療育部長）

医療的ケアに関する最近の情勢や動向について

飯野順子先生
（筑波大学教授・前村山養護学校長）
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（ ）第２部 医療的ケア全国ネットワーク運営会議 3:30 5:00～

■参加団体からの報告■

●北海道 重症心身障害児を守る会 北海道

●北海道 お馬パカパカの会

●宮城県 宮城県療育懇談会

●群馬県 あるいていこうねットワーク

●埼玉県 埼玉の医療と教育を考える教職員の会

●埼玉県 肢体不自由児進路研究会Largo

●東京都 全国訪問教育親の会

●東京都 人工呼吸器をつけた子の親の会（バクバクの会）

●東京都 社団法人日本てんかん協会東京都支部

●東京都 エンゼルマザー

●東京都 身障学級における医療的ケアを考える会

●神奈川県 グループスヌーピー

●神奈川県 横浜重心グループ連絡会 ～ぱざぱネット～
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●神奈川県 ちゅーりっぷの会

●神奈川県 医療的ケアおーぷんねっとわーく神奈川

●神奈川県 神奈川県障害児学校教職員組合医療的ケア委員会

●神奈川県 相模原市肢体不自由児父母の会 ポコ ア ポコ

●新潟県 新潟県医療的ケアの会

●長野県 医療的ケアを必要とする子どもの教育と生活を考える会

●石川県 ミルクゆう（石川県医療的ケアを考える親の会）

●静岡県 静岡県立面部養護学校医療的ケアを考える保護者の会

●静岡県 静岡の医療的ケアを考える会

●愛知県 愛知の医療的ケアを考える会

●愛知県 医療・福祉・保健・教育のネットワーク名古屋

●京都府 医療・福祉・保健・教育のネットワーク京都

●大阪府 保健・医療・教育・福祉ネットワーク勉強会

●沖縄県 沖縄訪問教育親の会
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■協議■
(1)会の運営について

(2)今後の活動について

(3)その他

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

■「医療的ケア全国ネットワーク」の運営について（案）
■会の名称 「医療的ケア全国ネットワーク（仮称 」とする。）

■会の目的・医療的ケアを必要とする子どもたちの学校教育を中心にＱＯＬの向上を目指します。

■活動内容

( ) 医療的ケアに関する情報交換をする。1
( ) 医療的ケアに関する課題について理解・啓発を図る。2
( ) 医療的ケアに関する課題について研究・研修する。3
( ) 情報の共有のために会報を作成する。4

■組織等について

・医療的ケアの問題に取り組む各地の親の会及び考える会等で本会の趣旨に賛同した団体で構成す

る。

・組織として代表等の役員は置かず、運営については事務局で対応する。

・会費は徴収しない。会報等は可能な限り を使い、各会で増す刷りする等で各会員へ配布E-mail
していただきたい。

・本会は、本課題が一定の収束を見た段階で解散する。

■準備会事務局 小林保子（てんしのわ） 西京絵子（てんしのわ） 中畝治子（ウィング）

藤浪ゆかり（横浜市立新治養護学校保護者） 下河辺治美（神奈川県立三ツ境養護学校保護者）

久保志津江（堺市立百鳥養護学校分校保護者）
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資料１ 養護学校の教育と展望 No.127より
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資料２ 日本小児神経学会「見解と提言」

学校教育における「医療的ケア」の在り方についての、見解と提言
平成 年 月 日 日本小児神経学会14 10 15

日本小児神経学会は、小児の脳・神経系、筋

肉等の疾患についての、診断・治療・研究に携

わる医師や関連の専門家によって構成されてお

り、会員は３０００余名を擁します。診療の対

象となる多くの子どもたちは脳性麻痺・知的発

達障害・筋ジストロフィーなど種々の疾患によ

る障害を持ち、狭い意味での診断・治療だけで

はなくリハビリテーションや教育的対応への援

助も含めた医療サイドからのかかわりを必要と

しています。多くの日本小児神経学会会員が、

そのような意味での療育的な活動にも携わって

おります。

学校教育の場において、経管栄養注入、痰の

吸引などの「医療的ケア」の実施を必要とする

障害児が増加してきています。家族によって行

われることが前提とされているこの「医療的ケ

ア」を、学校においては家族以外のスタッフが

行えるようにしていくことが、医療・教育・福

祉のそれぞれの面から必要とされています。

この問題に対し、最近、厚生労働省・文部科

学省から、看護師の配置や派遣を基本とした対

応を進めるという方針が示され予算要求も進め

られています。今まで国による積極的な対応が

なされてこなかった中で、このような対策が示

されたことは、大きな前進であります。

しかし日本小児神経学会としては、伝えられ

るような看護師の配置だけでは問題は解決しな

いと考えております。看護師の配置を進めると

ともに、全国各地の学校で着実に実践され教育

的・福祉的・医療的な成果が確認されてきた一

般教職員による「医療的ケア」の実施が、看護

師との連携を強化しながら、今後も進められる

。 、べきであると考えます 看護師の配置によって

一般教職員による実践が大きく制限されるよう

になるとすれば、それは障害児の医療・教育・

福祉の大きな後退をもたらすことになります。

会員の多くが各地でこの問題に現実に深くか

かわってきた立場から、この問題に対しての、

日本小児神経学会としての現状認識と見解と提

言を以下に詳しく述べるものであります。

１．学校教育の場における「医療的ケア」を要

する児童の増加

在宅医療の技術的進歩と普及、および長期入

院や施設入所療育から地域在宅療育へという方

向の結果として、日常的に医療的対応を必要と

しながら在宅で生活する障害児が増加していま

す。さらに、家庭に閉じこもるだけの在宅療育

ではなく学校生活が望まれるために、学校教育

。の場での適切な対応の必要性が増加しています

経管栄養・吸引などの日常生活に必要な医療

的な生活援助行為を、治療行為としての医療行

為とは区別して「医療的ケア」と呼ぶことが、

関係者の間では定着しつつあります。東京都内

の肢体不自由養護学校 校における平成１年度14
の調査では、この「医療的ケア」を日常生活で

必要としているのは全児童・生徒の ％、こ10.4
の中で学校生活でも必要としているのは全児童

・生徒の でした。しかし、平成 年度に4.2% 13
なると 「医療的ケア」を日常生活で必要とする、

のは全児童・生徒の ％（ 名 、この中で26.6 515 ）

12.4 240学校生活でも必要としているのは ％（

名）という多数に増加しています。この傾向は

全国的であり、全国の肢体不自由養護学校の平

成 年度の調査では 「医療的ケア」を必要と13 、

しているのは通学の生徒の で 名と14.7% 2246
いう多数となっています。これらの児童・生徒

の大半は病院や施設に併設・隣接していない学

校への通学生です。さらに、肢体不自由養護学

校だけでなく知的障害養護学校や病弱養護学校

等にも「医療的ケア」を要する児童・生徒が多

数通学しています。

かつては、このような「医療的ケア」を要す

る子どもを無理に通学させるのは危険であり訪

、問教育とすることが幸せであるという考え方が

教育・医療の中でありました。

しかし、適切な医療的配慮と対応のもとに学

校での集団生活を送ることにより、子どもたち

は在宅だけの生活や訪問教育だけでは得られな

い教育的効果を得て、精神的成長、社会的成長

を示すとともに、より健康が保たれる例の多い

ことを、私たちは主治医や学校医として実際の

事例を通して経験してきました。

「医療的ケア」が必要であっても可能な限り

通学による教育を保障する、そのための手だて

やバックアップ体制を、教育・医療・福祉の関

係者が協力して整備していくことが必要な時代

となっています。

２．家族以外のスタッフによって学校で「医療

的ケア」が行われることの必要性

現状では「医療的ケア」を要する子どもが通

学する際に、その子への「医療的ケア」の実施

は基本的には家族が行うこととされています。

このために、家族おもに母親が常時子どもに付

き添うか別室で待機していることを余儀なくさ

れています。家族が病気や疲労などの事情で来

られない日には、子どもが欠席せざるを得ませ
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ん。これは、教育を受ける権利、親子分離して

精神的自立へ向かうための教育を受ける権利を

大きく制限するものです。またこの状況は、家

族の過剰負担や兄弟姉妹への間接的な負担を強

いることにもなり、障害を持つ子どもとその家

族の生活の安定を目的とすべき障害児福祉の見

地からも大きな課題となっています。

さらに、家族の慢性的病気や仕事、兄弟への

対応の必要性などの家庭事情により平常から家

族の来校が困難である場合には、実施が望まし

い医療的ケアを学校では行えないために医療的

に好ましくない状態を招いている場合も少なく

ありません。具体的には、痰がたまっていても

吸引ができず苦しい状態のままとなっている、

経管栄養注入ができないために誤嚥の危険性が

大きくありながらあえて口から食事・水分を摂

取させている、水分の補充的注入ができずに水

分不足の状態となっているなどの事例が多数あ

ります。家族以外のスタッフによる実施が可能

であれば、このような事態は避けられるはずで

す。

、 、 、このように 医療的な意味においても また

教育的・福祉的意味からも 「医療的ケア」が学、

校教育の場において家族以外のスタッフによっ

て行われることが必要とされています。

３．学校教職員による「医療的ケア」実施の実

績と意義

「医療的ケア」を学校生活でも必要とする子ど

もが増加し、その実施のニードが切迫してくる

中で、家族ではなく学校の教職員おもに一般教

職員が「医療的ケア」を一定の条件のもとに児

童・生徒に実施する事例が全国各地で積み重ね

られてきました。

日本小児神経学会会員の医師も、学校医・指

導医・主治医等の立場で、この取り組みを支援

してきました。具体的には、学校教職員による

「医療的ケア」の実施が適切に安全になされる

よう、研修指導・実技指導・家族や教職員への

助言などを行っています。教育現場での「医療

的ケア」の切実な必要性を痛切に感じざるを得

ない立場から、各地の多くの本学会会員の医師

がこのような支援を行っています。

このような学校教職員による実施の状況と問

題点の検討も日本小児神経学会会員により行わ

れてきました。平成 年 ～ 月の全国の肢体10 1 2
159不自由養護学校を対象とした調査では 回答、

校中の 校で 名の児童・生徒に対して学校60 326
教職員が「医療的ケア」を行っていました。そ

の直接の実施者はほとんどが、看護師や養護教

諭でなく一般教員でした。その中で一般教職員

による実施を禁止すべきであるという結論に至

るような事故は報告されていません。

この調査の後にも、文部科学省による実践研

究での取り組みなど、医師による指導・研修・

管理と看護師との連携のもとで確実に安全に行

われるための条件整備がなされながら、各地で

の多数の実践事例が安全に積み重ねられて来て

います。

このような取り組みを受けている児童・生徒

では、医療的な改善や、呼吸状態の悪化の防止

や誤嚥の事故などの防止が可能になり、元気に

通学できる時間が増え、学校にいる時の状態も

改善しているのを、支援を行っている医師は実

感を持って経験しています。このことは、教職

員が「医療的ケア」を実施することを通して、

健康への関心と知識が高まり児童・生徒に寄り

添った的確な配慮や対応を行えるようになった

ことも大きな要因となっています。教職員によ

る「医療的ケア」の実施が進む中で、総体的に

は安全度が高まり在学中の死亡が減った、入院

頻度が減少しているなどの状況も認められてき

ています。

さらに教育現場からも「医療的ケア」を教職

員が行うことにより教育条件の改善や教育活動

の拡がりだけでなく、生徒への理解、信頼関係

が深まる、生徒の自発性・主体性が高められる

など、教育の質の高まりに繋がるより深い意味

での教育的意義を示す実践報告も積み重なって

きています。平成 年度に厚生省の協力のもと10
、に文部省によって開始された実践研究において

研究指定を受けた県で日本小児神経学会会員が

この研究に関わってきましたが、その研究の中

でも、医師の研修指導と看護師との連携のもと

で一般教員が一部の「医療的ケア」を実施する

中で、安全性と意義が確認されてきています。

このように、医師による指導・研修・管理や

看護師との連携のもとで、一般教職員により確

実に安全に実施されている多数の実践例が蓄積

され、その中で、福祉的な意義だけではなく、

医療的にも教育的にもその意義と成果が確認さ

れてきています。学校教職員・教育関係者・家

族・看護師・医師などの協力と連携と熱意によ

って着実に進められてきた、このような各地で

の多数の実践の過程とその成果を、医療・看護

・教育・行政の関係者は直視し尊重していただ

きたいと考えます。

４ 「医療的ケア」の望ましい実施者と内容．

医療的ケアは、内容（種類）により、また、

同じ種類のケアでもその子の状態により、技術

的なむずかしさや、起きる可能性のある事故の

重大さと確率、そしてそのケアに伴い必要とさ

れる判断や対応のむずかしさなどに、段階があ

。「 」 、ります 医療的ケア を一律に扱うのではなく

ケアの内容と子どもの状態、さらに学校の状況

等の、状況に応じた実施者が考えられるべきで

す。

（１）一般教職員による実施
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医療的ケアの中で技術的に難しくなく比較的

安全に実施できるケアについては、医師や看護

師の指導・管理のもとで条件を整えた中であれ

ば、一般教職員による実施が是認されるべきで

あると考えます 「医療行為」の実質的な定義は。

「医師の医学的判断と技術をもってしなければ

人体に危害を及ぼしまたは危害を及ぼす恐れの

ある行為」とされています。現在までの一般教

職員による多数の実践の中で 「危害を及ぼす」、

ような事態が生じていないことは既に述べた通

りです。むしろ、一般教職員によるケアの実施

により、誤嚥や痰による呼吸困難など「危害が

及ぼされる」事態が防止できているのです。

平成１０年度からの文部科学省による研究事

業では、看護師資格のある者が常駐するという

条件のもとで教員が行える日常的・応急的手当

てとして「( )経管栄養：咳や嘔吐、喘鳴等の問1
題のない児童生徒で、留置されている管からの

注入による経管栄養、( )吸引：咽頭より手前の2
吸引、( )導尿：自己導尿の補助」の、３項目が3
あげられています。日本小児神経学会は、この

研究事業が進められている県を含め各地での一

般教職員による実施を支援してきた経験から、

少なくともこの３項目を教員が実施することは

問題なく是認されるべきであると考えます。

担当教職員はその子どもを良く知り信頼関係

も深く持てる立場にあります。関係の深い人に

よって「医療的ケア」が適切なタイミングで上

手になされ、子どもも安定してケアを受けてい

る場面を私たちはしばしば経験しています。障

害のある子どもへのかかわりにおいては、この

ような関係性が専門性よりも重要な意味を持ち

得るのです。関係性の確立した担当教職員がケ

アの一翼を担っていることにより信頼感と安心

感をもってケアを受けることができるという側

面が、教育の場でのケアの在り方として重視さ

れるべきであると考えます。

さらに 「医療的ケア」には、経管栄養注入や、

、導尿など決められた時間に行う定時的なケアと

痰の吸引など必要な状態の時にすぐに行うべき

随時的ケアがあります。空間的に広い養護学校

では、緊急性を要する随時的ケアを少数の看護

師に限定していては、迅速に適切に行うことは

困難であります。結果として子どもの苦しい状

況が長引くこととなります。定時的ケアでも対

象児が多数いると少数の看護師では対応しきれ

ません。このような実質的問題からも一般教職

員による実施が行われることが必要であるとい

う実状も、考慮するべきであると考えます。

（２）看護師による実施

「医療的ケア」の中で、難易度の高いケア、

すなわち技術的な面での難しさのあるケア、高

度の医療的判断を必要とするケア、そのケアに

伴って生じ得る事故のリスク度が高いケアなど

に関しては、看護師による実施を原則とすべき

です。

多くの養護学校において、健康を維持増進す

るための適切な配慮や対応を日常的に必要とす

る重度・重複障害の児童・生徒が多くなってお

ります。そのような適切な対応がなされるため

にも、学校での看護師の恒常的な存在が必要と

なっています。痰の吸引などの「医療的ケア」

も、痰が出やすくするための姿勢の調節や胸郭

運動の促進などの対応と連動して行う必要があ

り 「医療的ケア」だけを単独に行うだけでは適、

切ではありません。このように、日常的な医療

的配慮と対応・健康管理を、養護教諭や一般教

職員と連携しながら行い、その中で難易度の高

い「医療的ケア」を実施していくスタッフとし

て、看護師が学校に常に存在することが望まし

い状況があります。そして、医師による指導・

管理を受けながら、一般教職員が行う「医療的

ケア」を指導・援助していくことも、学校の看

護師の大きな役割となります。

訪問看護師・派遣看護師により学校での「医

療的ケア」を実施する方式は、現実化しやすい

方法であり、充分に生かされていくべきです。

しかし、上に述べたような学校における看護師

の望ましい役割や在り方から見て、訪問看護師

・派遣看護師による対応のみで問題の解決を図

るだけでは不充分であると考えます 「医療的ケ。

ア」を要する児童・生徒が多数通学する学校で

は、そのケアの全て、とくに随時性を必要とす

るケアをも訪問看護師・派遣看護師によって全

て実施するためには多数の看護師を必要とする

という現実的問題もあります。

５．実績を尊重し、現状に即した対応を

以上述べてきましたように 学校における 医、 「

療的ケア」は、学校に常在の看護師、訪問看護

師・派遣看護師とともに一般教職員も実施者と

して想定しながら、そのケアの内容や、それぞ

れの児童・生徒の状態、それぞれの学校や地域

の状況に応じて、医師の指導管理のもとで、個

々の児童・生徒への実際の実施者が決められて

いくべきであり、そのための多様な対応策が整

備されていくべきであると考えます。

その中で、一般教職員による多数の実施が安

全に行われ教育的意義も認識されてきていると

いう実績、および看護師資格のある者のみによ

る実施では現状には対応しきれないという現実

を踏まえ、一定範囲内での「医療的ケア」の一

般教職員による実施が認められていくことが必

要です 「医療行為であるので、一般教職員は実。

施できない」という従来型の判断ではなく、現

実を直視し実績を尊重した柔軟な対応が、行政

や関係者によって進められていくべきであると

考えます。これは、現行法のもとでも可能であ

ると考えます。
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技術的発展と対象者の急速な増加の中で、在

宅医療は家族への依存と家族の過剰負担を前提

とせざるを得ない中で進められてきました。医

療費抑制政策の中で、本人や家族のためという

より、病院・施設運営の都合から重度重症の児

童生徒を在宅に返させざるを得ないケースを、

私たちは医師として多く経験しています。在宅

。医療を支える人的な受け皿は極めて不充分です

家族の過剰負担なしには、在宅医療が維持でき

ない場合が多いのです。訪問看護制度での支援

は時間的にきわめて限られています。家族と看

護師だけでは、対応しきれないのです。家族に

よる「医療的ケア」は安易に認めてそれに依存

し家族の過剰負担を前提としながら、一方で、

家族の周辺の人々によって行われるケアは公的

には認められないという施策は、現実を踏まえ

た施策へと転換される必要があります。

しかし、家族や看護師以外の人により「医療

的ケア」が行われることの弊害はあり得ます。

経管栄養が医療・福祉サービスの手抜きのため

に無原則的におこなわれ、高齢者や障害児者の

食べる権利が踏みにじられる恐れはあります。

さらに、研修や指導・管理が不充分であれば注

入や吸引等に伴う事故もあり得ます。このよう

な弊害が生ずる可能性を抑えながら、安全に確

実に適切に「医療的ケア」が行われるようにし

ていく必要があります。

既に行われている学校での一般教職員による

「医療的ケア」の実施においては、家族からの

明確な委託のもとに、主治医や指導医などの医

師による指導・管理、教職員の研修、妥当と判

断される範囲内への「医療的ケア」の限定、そ

の児童生徒について研修を受けた教職員のみに

よるその生徒のみへの実施、マニュアルに基づ

く手順の個別確認と実施、毎回の実施における

複数のスタッフによるポイントの確認、諸問題

や手順についての学校内委員会による確認と管

理など、安全に確実に実施されるための要件を

満たしながら、実施が進められています。この

ように条件を整えながら限定された範囲で行わ

れている一般教職員によるケアの実施の在り方

は認めた上で、看護師がその知識と技術を発揮

して教職員と連携しながら前に述べたような役

割を担っていくという体制が、学校教育におい

ては望ましいと考えます。

以上、日本小児神経学会としての見解と提言

を述べて参りました。障害のある子どものいの

（ ） 、ちの輝き と家族の 向上に向けてQOL QOL
この問題についても学会として最大限の支援を

努めていく所存です。関係する方々には、意を

お汲み取りいただきまして、重ねてご検討くだ

さいますよう、願うものであります。
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資料３ 日本小児神経学会「要望書」と全国訪問教育親の会「要望書」

要望書 厚生労働大臣 坂口 力 殿

平成 年 月 日14 10 21
日本小児神経学会 理事長 埜中征哉

「 」経管栄養注入・痰の吸引などの 医療的ケア

を要する障害児が学校教育の場において増加し

ています。日本小児神経学会は、この状況への

対応について、別紙のように「見解と提言」を

まとめました。

学校において「医療的ケア」を家族以外のス

タッフが実施できる体制を整えていくことが、

医療・福祉・教育のそれぞれの面から必要とさ

れています。重度重症の児童・生徒の健康管理

を養護教諭・一般教職員と連携して行いながら

「 」 、医療的ケア を実施していくスタッフとして

看護師の学校への配置・派遣が推進されていく

必要があります。それとともに、全国各地で一

般教職員が一定条件下での「医療的ケア」を学

校で安全に実施しその医療的・福祉的・教育的

意義が認められてきたという実績と、看護師の

みによる実施では充分に対応しきれないという

現実を踏まえて、医師の管理・指導のもとに一

般教職員が一定条件下で看護師と連携して「医

療的ケア」を実施することが認められる必要が

あると考えます。

重度障害の子どもたちとその家族の、生活の

、安定や充実と医療・福祉・教育の向上のために

現実を直視し実績を尊重し将来を総体的に見据

えた施策が求められていると存じます。本学会

の見解と提言を御検討いただき、学校の一般教

職員が一定条件下で「医療的ケア」を実施する

ことを認めていただきながら、養護学校への看

護師の配置・派遣などの施策を進めていただき

ますよう要望致します。

-----------------------------------------------------------------
要望書 文部科学大臣 遠山 敦子 殿

平成 年 月 日14 10 21
日本小児神経学会 理事長 埜中征哉

「 」経管栄養注入・痰の吸引などの 医療的ケア

を要する障害児が学校教育の場において増加し

ています。日本小児神経学会は、この状況への

対応について、別紙のように「見解と提言」を

まとめました。

学校において「医療的ケア」を家族以外のス

タッフが実施できる体制を整えていくことが、

教育・福祉・医療のそれぞれの面から必要とさ

れています。重度重症の児童・生徒の健康管理

を養護教諭・一般教職員と連携して行いながら

「 」 、医療的ケア を実施していくスタッフとして

看護師の学校への配置・派遣が推進されていく

必要があります。それとともに、全国各地で一

般教職員が一定条件下での「医療的ケア」を学

校で安全に実施しその教育的・福祉的・医療的

意義が認められてきたという実績と、看護師の

みによる実施では充分に対応しきれないという

現実を踏まえて、医師の管理・指導のもとに一

般教職員が一定条件下で看護師と連携して「医

療的ケア」を実施することが認められる必要が

あると考えます。

重度障害の子どもたちとその家族の、生活の

、安定や充実と医療・福祉・教育の向上のために

現実を直視し実績を尊重し将来を総体的に見据

えた施策が求められていると存じます。本学会

の見解と提言を御検討いただき、学校の一般教

職員が一定条件下で「医療的ケア」を実施する

ことを認めていただきながら、養護学校への看

護師の配置・派遣などの施策を進めていただき

ますよう要望致します。

-----------------------------------------------------------------
要望書 日本医師会会長 坪井 栄孝 殿

平成 年 月 日14 10 21
日本小児神経学会 理事長 埜中征哉

在宅医療の進展の中で、家庭や学校で医療的

対応を受けながら生活する重い障害を持つ在宅

の子どもが増加しています 「かかりつけ医」体。

制の発展、在宅往診医療を担う医療機関の増加

など、家庭と地域に根ざした医療が発展しつつ

ありますが、在宅医療を受けている子どもたち

とその家族にとって、学校における「医療的ケ

ア」の在り方が切実な問題となっています。日

本小児神経学会は、学校教育における「医療的

ケア」について別紙のように見解と提言をまと

めました。

学校において「医療的ケア」を家族以外のス

タッフが実施できる体制を整えていくことが、

医療・福祉・教育のそれぞれの面から必要とさ

れています。重度重症の児童・生徒の健康管理

を養護教諭・一般教職員と連携して行いながら

「 」 、医療的ケア を実施していくスタッフとして

看護師の学校への配置・派遣が推進されていく

必要があります。それとともに、全国各地で一

般教職員が一定条件下での「医療的ケア」を学

校で安全に実施しその医療的・福祉的・教育的

意義が認められてきたという実績と、看護師の

みによる実施では充分に対応しきれないという

現実を踏まえて、医師の管理・指導のもとに一

般教職員が一定条件下で看護師と連携して「医

療的ケア」を実施することが認められる必要が

あると考えます。

在宅医療を受ける子どもと家族の、生活の安

定や充実と医療・福祉・教育の向上のために、

現実を直視し実績を尊重し将来を総体的に見据
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えた対応が求められています。この見解と提言

を御検討いただき、学校の一般教職員が医師の

管理指導のもとに看護師と連携して一定条件下

で「医療的ケア」を実施することについて御検

討と御理解をいただきながら、医療と教育の連

携のために一層の御尽力をいただきますよう、

要望致します。

-----------------------------------------------------------------
要望書 日本看護協会会長 南 裕子 殿

平成 年 月 日14 10 21
日本小児神経学会 理事長 埜中征哉

在宅医療の進展の中で、家庭で生活する重い

障害を持つ子どもが増加しています。これらの

子どもたちとその家族の、生活の安定や充実と

医療・福祉・教育の向上のために、養護学校等

において多くの看護師の方々が、大きな役割を

担い活躍されていることに、敬意を表します。

「 」経管栄養注入・痰の吸引などの 医療的ケア

を要する障害児が学校教育の場において増加し

ている状況への対応について、日本小児神経学

会は、別紙のように「見解と提言」をまとめま

した。

学校において「医療的ケア」を家族以外のス

タッフが実施できる体制を整えていくことが、

医療・福祉・教育のそれぞれの面から必要とさ

れています。重度重症の児童・生徒の健康管理

を養護教諭・一般教職員と連携して行いながら

「 」 、医療的ケア を実施していくスタッフとして

看護師の学校への配置・派遣が推進されていく

必要があります。それとともに、全国各地で一

般教職員が一定条件下での「医療的ケア」を学

校で安全に実施しその教育的・福祉的・医療的

意義が認められてきたという実績と、看護師の

みによる実施では充分に対応しきれないという

現実を踏まえて、医師の管理・指導のもとに一

般教職員が一定条件下で看護師と連携して「医

療的ケア」を実施することが認められる必要が

あると考えます。

現実を直視し将来を総体的に見据えた新たな

枠組みと対応が検討されるべき時代になってお

り、その中で看護師の方々の役割と活躍の場も

従来の枠を越えたものへと拡大していく方向に

あると存じます。この見解と提言を御検討いた

だき、学校の一般教職員が医師の管理指導のも

とに看護師と連携して一定条件下で「医療的ケ

ア」を実施することについて御検討と御理解を

いただきながら、養護学校等への看護師の配置

・派遣等に一層の御尽力をいただきますよう、

要望致します。

-----------------------------------------------------------------

平成１４年９月２４日

文部科学大臣 遠山 敦子 殿

全国訪問教育親の会

代表 紺野 昭夫

訪問教育の充実に関する要望書

平素は病気や障害の重い子どもたちの教育の

充実にご尽力いただき、深く感謝いたしており

ます。高等部訪問教育が本格実施されて３年が

経過しました。修学旅行に参加したという話も

いくつかの地方で出てきています。生きていく

上での大きな支えになった、との声も寄せられ

ています。心より感謝申し上げます。

一方、地方分権化が進む中で、訪問教育の地

域間格差がまだ目立っております。施設設備の

ことや、指導回数、先生の資格、医療的ケアな

どがその代表的なものです。

そこで下記事項につきまして、是非とも施策

に反映して頂きたく、要望いたします。

記

１ （省略）．

２．医療的ケアを要する子どもたちの通学保障

に努めて下さい。

「特殊教育における福利・医療との連携に関

する実践研究」の成果を踏まえた支援体制整備

スクーリングや校外学習における医療的ケア

の支援体制の整備

３ （以下省略）．

-----------------------------------------------------------------
平成１４年９月２４日

厚生労働大臣 坂口 力 殿

全国訪問教育親の会

代表 紺野 昭夫

重度障害児者・病気療養児者の

医療・福祉・労働の充実に関する要望書

日頃、障害の重い子どもたち（者）や病気の

子どもたち（者）の医療・福祉の充実にご尽力

を頂き、感謝します。

（ ） （ ）障害の重い子どもたち 者 や病気療養児 者

は一日一日を生きるために一所懸命に闘ってい

ます。幼児期・学齢期・卒業後の一生を通じて

医療・福祉とは切り離せない関係にあります。

。また働く場の保障を求める声も高まっています

以下の要望について、施策に反映して下さい

ますよう、お願いいたします。

記

１．医療的ケアについて特定の要件を満たす場

合、学校の教職員や通所施設職員等が行い

得る、という見解を明らかにして下さい。
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親は重度の障害を持った我が子と、自宅で共

に生活するためには、我が子に必要な医療的ケ

アをマスターします。そうして就学を迎えたと

ころ「医療的ケアが必要なので付き添いを」あ

るいは「医療的ケアが必要ですから訪問を」と

告げられ、しかし他に方策があるはずもなく、

親であるがゆえに飲み込んでいるのです。付き

添いにせよ、訪問教育にせよ、親子の精神的な

自立という点からは通学形態に比べて不利なこ

とです。

親以外の者に医療的ケアを認めないというの

は「家族以外の人と接することのできない子ど

もを育ててしまっている」のと同義ではないで

しょうか。

「特定の人が 「特定の子ども」などの要件を」

設けて、それらが満たされる場合には、是非と

も親以外の多くの人からのケアが実施できるよ

うに、考えていただきたいのです。

２．保護者の依頼を受けて訪問看護ステーショ

ンから学校や通所施設等に看護師の派遣が

出来るようにして下さい。また通所施設、

学校、作業所等への訪問看護師派遣は社会

保険の対象として下さい。

３ （以下省略）．

資料３ 全国の取り組み一覧
自治体名 検討委員会 手引書 医療と教育の連携の内容（事業が始まった年）

等答申

横浜市 年 月 年 臨床指導医( 年～)1990 3 1992 1972
政
令 大阪市 年 月 年 看護指導員( 年～)1999 3 2000 1995
指
定 神戸市 年 月 巡回指導チーム( ・ ・ ・ ) ( 年～)1997 3 Dr Ns PT OT 1998
都
市 広島市 看護師資格のある職員を派遣（ 年～)2002

福岡市 医師の派遣と看護婦（嘱託）配置( 年～)2002

北海道 医療・介護体制を整えた北海道夕張高等養護学校開校( 年～)2001

宮城県 要医療行為通学児童生徒学習支援事業( 年～)1997

秋田県 研究校に看護師配置( 年～)2001

福島県 文部省「実践研究」( 年～)1998

茨城県 年 月 年 看護師・巡回指導医配置( 年～)2000 3 2002 2001

栃木県 非常勤学校看護師配置( 年～)2002

埼玉県 年 月 年 非常勤嘱託看護師・巡回指導医師配置( 年～)1992 3 1996 2002
市立養護学校に看護師配置：大宮市( 年～)1995

千葉県 年 月 年 指導医( 年～) 調査研究として看護師配置( 年～)1997 2 1998 1997 2002

東京都 年 月 年 学校看護婦( 年～) 指導医( 年～)1991 3 1993 1932 1992

神奈川県 年 月 担当医( 年～) 文部省「実践研究」( 年～)1993 3 1996 1998

山梨県 調査研究として看護師配置( 年～)2002

長野県 盲・ろう・養護学校要医療的ケア児童等学習支援事業( 年～)2002

福井県 看護師免許を持つ医療的ケア支援員配置( 年～)2002

静岡県 年 文部省「実践研究」( 年～)1999 1998

岐阜県 県立養護学校３校に看護婦を派遣し日常的医療ケアを実施( 年～)2002

三重県 文部省「実践研究」( 年～)1998

滋賀県 年 月 要医療的ケア児童生徒学習支援事業( 年～)1994 3 1999
滋賀県重度障害児訪問看護利用助成事業( 年～)2000

大阪府 年 月 年 医師・看護婦の巡回相談事業( 年～)1991 3 2000 2001

兵庫県 年 月 文部省「実践研究」( 年～)1998 3 1998
市立養護学校に看護師等配置：西宮市( 年～)・尼崎市( 年～)1993 1996

姫路市( 年～)・明石市( 年～)・加古川市( 年～)1997 1997 1998

和歌山県 文部省「実践研究」( 年～)1998

鳥取県 ２校に学校看護婦配置( 年～)2000

島根県 モデル事業として看護師配置( 年～)2001

広島県 年 文部省「実践研究」( 年～)2001 1998

山口県 モデル事業として看護師配置( 年～)2002

高知県 年 月 文部省「実践研究」( 年～)1995 3 1998

熊本県 保護者が付き添い、看護行為を行っている３校に看護師配置( 年～)2002

鹿児島県 文部省「実践研究」( 年～)1998

沖縄県 年 月 文部省「実践研究」( 年～)1998 1 1998
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資料４ 朝日新聞記事のコピー

資料５ 国会議事録
第 回国会 参議院決算委員会 閉 号 年154 08 2002
月 日10 02

○谷博之君 民主党・新緑風会の谷博之でございま

す。

（中略）

、 、具体的な次に質問に入ってまいりますが 特に

医療施設の外の医療的ケアの在り方についてとい

。うことで何点かお伺いしたいと思っておりますが

まず、例えば養護学校などの現場で現在行われ

。 、ている医療的ケアという言葉があります これは

たんの吸引とかあるいは酸素吸入とか、そういう

いろんな行為を手助けをするというか、そういう

、ことを医療的ケアというふうに呼んでおりますが

これは特に法律用語ではないというふうに聞いて

おります。この言葉の定義と、それから、医師法

の第十七条に「医師でなければ、医業をなしては

ならない 」という条文がありますけれども、この。

医業とはどういう関係があるか、お伺いしたいと

思います。

○政府参考人（篠崎英夫君） ただいま先生もお話

をされましたように、医療的ケアというのは定義

はあるわけではございませんが、いわゆる医療的

ケアということでございますが、私どもが今いろ

いろ話題になって承知をしておりますのは、例え

、ばたんの吸引ですとか経管栄養ですとか導尿など

患者さんの健康維持に不可欠で、かつ日常的に必

要とされるような行為を指すというふうに理解を

いたしております。

医師法第十七条との関係でございますが、十七

条で医師でなければ医業をしてはならないという

ふうに規定をいたしておりまして、医師の医学的

判断及び技術をもってするものでなければ、人体

に危害を及ぼし、又は危害を及ぼすおそれのある



- 18 -

医行為を業として行うことは医師又は看護師ある

いは救急救命士等にしか認められていないという

行為でございます。

いわゆる今申し上げました医療的ケアの例とし

て挙げたものにつきましては、基本的には医行為

に該当するものでございまして、医師又は看護師

、 。等が行うべきものと そのように考えております

○谷博之君 そうしますと、ちょっと確認をさせて

いただきたいんですけれども、医療的ケアがすべ

て医療行為ではないということでしょうか。

○政府参考人（篠崎英夫君） それぞれの行為に、

またその具体的な場面におきましてそれぞれ幅が

ございますので、すべてのものというわけではな

いと思いますけれども、例えば今申し上げました

ようなことにつきましては、今の私どもの考え方

では医行為というふうに考えておるわけでござい

ます。

○谷博之君 現在、例えば家庭にあって、たんの吸

引とかそういうものは、後ほどもちょっと取り上

げますけれども、家族の方が具体的にそういうこ

とを行っております。今後、こういうふうな患者

の方の数が増えてくる。施設の中とか在宅でもそ

うですが、どうしてもそれを、どなたかが医療的

ケアをしなきゃいけない。現在は家族の方がして

いる。その家族の方がしていることが認められて

いる理由というのは、恐らく、何かあったときに

も利害関係として訴える相手がいない、つまり患

者本人の責任というふうな形で家族も見られてい

るということに我々は解釈をしておりますが、し

かし、いろんな医療技術の進歩によって、こうい

うふうな言うならば医療的ケアをする方々が随分

、私は範囲が広がってくるような気もするんですが

こういう意味で、いわゆる医療的ケアに含まれる

行為は今後どんどん拡大されていくというふうに

解釈をしていいんでしょうか。重ねてお伺いしま

す。

○政府参考人（篠崎英夫君） 御指摘のとおりと思

っております。医行為のその範囲というのは、医

学の進歩あるいは医療技術の向上といった、そう

いう医療を取り巻く環境の変化を受けて変わり得

るものというふうに考えております。

なお、その際におきましても、患者の生命、身

体に重大な影響を及ぼすことがないかどうか、そ

ういうところは慎重な見極めが必要なのではない

かというふうに思っております。

○谷博之君 それでは、そういう前段の話を踏まえ

まして、具体的に文科省の方にもお伺いしたいと

思っておりますが、平成十年度から今年度まで、

全国の十地域を指定しまして文科省が行ってきた

特殊教育における福祉・医療との連携に関する実

践研究事業、こういうふうな事業が行われてきて

おります。今年度で一応終了するわけです。最終

報告は恐らく来年度になると思いますけれども。

こういう中で、特にこの十三年、十四年度の実

践研究において、先生方が実際に三つの日常的、

応急的手当てを安全に実行できる、そういうふう

な事業に取り組んでいます。咽頭より手前の吸引

とか、自己導尿の補助等々、この三つがその研究

の一つの課題になっておりますし、そしてまた看

護師を配置した場合とか、教師が実施した場合の

教育的効果などについてもこの研究事業のテーマ

として取り組まれてきております。

具体的に、こういうふうな研究事業は、現時点

で文科省なり厚労省はどのような成果が上がって

きているというふうに考えているか、そして現時

点での内容をそれぞれ示していただきたいと思っ

ております。

（ ） 。○政府参考人 金森越哉君 お答え申し上げます

平成十年度から開始をいたしました特殊教育に

おける福祉・医療との連携に関する実践研究にお

きましては、委嘱をいたしました十の県で県内の

医療、福祉部局や医師会、看護協会等の関係団体

と連携を図りながら医療的ケアに必要な体制や手

続等についての検討を行ってきたところでござい

ます。

その成果についてでございますが、これまでの

調査研究を通じまして医療的ケアの必要性に対す

る関係者の理解が得られ、教育、福祉、医療の連

携体制が構築されたところでございます。また、

医療的ケアが必要な重度・重複障害児に食事、排

せつ、呼吸などの生活リズムや生活習慣が形成さ

れるなど、教員が看護師との連携協力の下、日常

的、応急的手当てを行うことによる教育的効果が

認められましたほか、教員や看護師がいますこと

によりまして保護者が安心して日常生活を送れる

ようになったり、子供に対してもゆとりを持って

接することができるようになったといった効果も

認められたところでございます。

○政府参考人（篠崎英夫君） ただいまの研究の中

身については文部省の方から御説明がありました

ので、私どもの方はそれを受けまして、教育関係

者と看護師などが連携を図って障害のある児童生

徒に対して医療的ケアが受けられる体制、そうい

うものを整備することは、障害のある児童生徒の

就学を支援し、また保護者などの負担を軽減する

上で極めて重要である、そういうように認識をい

たしております。

私ども厚生労働省といたしましては、文部科学

省によるこういう共同調査の研究成果を踏まえま

して、看護師による医療的ケアの実施を促進する

ための方策、また看護師と教員との適切な連携の

在り方などについて引き続き検討を進めていきた

いと考えております。

○谷博之君 五年間のこの研究事業が実は来年度、

平成十五年度から新しい事業に変わってくるとい

うふうに言われておりまして、これは「今後の養

護学校における医療的ケアの実施体制整備につい

て」ということで、平成十四年八月に文科省と厚

生労働省の両省で全国の都道府県にこういう通知

が流れております。これは、従来の五年間の研究
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事業を若干形を変えていく、つまり、医療外施設

の、そういう医学的介護、ケアを必要としている

人たちを、いわゆる委託先から派遣をしてもらう

という、こういうシステムに看護師とか医師とか

そういう方々を派遣してもらうという、そういう

システムになってくるということであるわけであ

りますけれども。

その中で、私は、今度、十五年度から実施され

るこの事業で、さっき申し上げましたように、三

つの行為、先生方が行ってきたその三つの行為が

今後どのようにこれが取り扱われていくのか、そ

の中身を重ねてちょっとお伺いしたいと思ってお

ります。

それから、もう一点は、私の手元に平成十三年

の五月一日現在で、全国肢体不自由養護学校長会

が調べた数字がございまして、日常生活における

医学的ケアが必要な在学者数、これ養護学校に通

っている子供たちのその数、全国で一万五千二百

六人のうち二千二百四十六人、一四・七％が医学

的、医療、そのケアが必要だというふうにここに

一覧表が出ておりまして、そのほかにも、例えば

知的障害とか病弱児などを合わせると約三千人、

この人たちがそういう医療的ケアが必要であると

いうふうにこの校長会では指摘をしております。

これは厚労省の資料ではない、あるいは文科省の

資料ではないんですが。

したがって、そういうこれから増えてくる、し

かも、ノーマライゼーションの流れの中で普通学

校にもこういう医療的ケアが必要な通学者が増え

てくるというふうに思っておりますけれども、そ

の場合に、先ほど申し上げたような新しい研究事

業の中で現場の先生方がこういう医療的ケアがも

しできなくなってしまうということになると、こ

れは非常にここのところは先生方の中にも議論の

あるところでありますし、もし何か事故があった

ときにどこが責任を持つかという、そういう話ま

で発展するわけですけれども。

ただ、基本的には、十分な訓練といいますか研

修を受けて、最低の医療的ケアはやっぱりその現

場の先生方がやるというのも私はもうあり得るべ

き当然の姿じゃないかなという気もしているんで

すが、そういう点も含めて、今後の新しい事業の

中におけるそういう医療的ケア、先生方がどこま

で具体的にやることができるようになるのか、こ

の点について御答弁をいただきたいと思っていま

す。

○政府参考人（金森越哉君） 御指摘のように、近

年、日常的に医療的ケアを必要とする児童生徒へ

の対応が課題となっておりまして、医療・福祉関

係機関と密接に連携した適切な対応が求められて

いるところでございます。

そのため文部科学省といたしましては、これま

での実践研究も踏まえまして、厚生労働省と連携

を図りながら、医療的ケアの適切な実施のための

、 、組織体制の整備や看護師の配置 教員の研修など

養護学校における適切な体制整備を図ることとい

たしまして、平成十五年度、来年度概算要求に必

要な経費を盛り込むなど、所要施策の取組を進め

ることとしているところでございます。

養護学校における医療的ケアを適切に実施する

上では、教員と看護師の適切な連携が重要でござ

いますが、その中で、教員が行う医療的ケアの内

容や条件等につきましては厚生労働省と検討を進

めているところでございまして、できる限り早く

結論が得られるよう努力してまいりたいと考えて

おります。

○谷博之君 時間があれば更にお伺いしたいことが

あるんですけれども、ちょっとほかの質問もあり

ますので先に行かせていただきますが。

いずれにしましても、先ほど申し上げましたよ

うに 「今後の養護学校における医療的ケアの実施、

体制整備について」という、平成十五年度からの

そういう事業の中で、私は一つ、厚生労働省が概

算要求もしておりますけれども、訪問看護サービ

ス特別事業、これは正に、従来の在宅のそういう

、障害を持つ医療的ケアの必要な子供たちとは別に

少なくともこうした医療外施設の訪問看護サービ

スの特別事業を行うということで、従来、先ほど

申し上げましたように在宅のみにしか認められて

こなかったこの訪問事業を、例えば養護学校など

通学、通所先において行えるようにするという、

そういう取組になってきたわけですから、それは

それなりに一定程度評価したいというふうに考え

ておりますが。

問題は、こうした事業がすべて予算補助事業の

形で行われているということで、例えばこうした

事業が一定程度の期間で終わってしまうとか、あ

るいはその規模が縮小されるんではないかとかと

いう、非常に関係者の親御さんたちも大変心配を

している向きもあるやに聞いておりまして、そう

いう点ではこれを医療保険の対象にしていくとい

うことも私は非常に大きな課題だというふうに思

っておりますが、この点についての保険局長の御

見解をいただきたいと思います。

○政府参考人（真野章君） 訪問看護制度につきま

しては、在宅療養の推進を図るという観点から、

疾病又は負傷により居宅において継続して療養を

受ける状態にある者であって、主治医が訪問看護

、の必要性を認めた者を対象といたしておりまして

こういう養護学校における医療的ケアは対象にな

らないというふうに考えております。

現在、先生御指摘のように、そういうような状

況の、しかもなおかつやっぱり養護学校における

児童生徒への医療ケアをどうやって確保するかと

、 、いうことから 文部科学省との協議を重ねた結果

先生今御紹介をいただきました訪問看護特別事業

を平成十五年度概算要求に盛り込むと、そういう

言わば、なかなか公的医療保険制度では対応が難

しいので、言わば特別な事業を組んでこれに必要

な対応をしようとしているわけでございまして、
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なかなか医療保険制度においてこれを対象とする

ということは非常に難しいんではないかというふ

うに考えております。

○谷博之君 ちょっとつれない御答弁ですが、いず

れにしましても、検討課題として是非ひとつ御検

討いただきたいと思っています。

この問題の最後ですけれども、ＡＬＳという筋

萎縮性側索硬化症、これは難病患者の、もう難病

中の難病と言われておりますけれども、この患者

さんの御家族の方が、人工呼吸器を設置している

患者さんに対する介護を、吸引等を家族の方がや

っておられます。これを、家族の方が非常に介護

に負担が重いということで、できれば介護するヘ

ルパーの方々にもこういうふうな吸引行為を認め

てほしいというふうなことが要望として出ている

わけでありますけれども、現在の医師法上の医行

為、こういうことが抵触するということも聞いて

おりますけれども、この部分から外して、こうし

た行為を一定程度の研修を前提にして広く一般に

その行為を行うことを認めさせることができない

かどうか。

過去の国会の政府答弁書にもこれはできないと

、いうふうにもうつれなく書いてありますけれども

この辺のことについて再度検討していただけない

かどうか、御答弁いただきたいと思います。

○国務大臣（坂口力君） 吸引の問題は、これ何度

か委員会でも御指摘を受けているところでござい

ますし、現場におきましてもいろいろ御要望の多

いところでございます。

それで、今までのいわゆる割り切り方からいい

ますならば、この吸引というのはこれは医療行為

の範疇に入るといったことで、これはほかの業種

の皆さん方におやりいただくことは難しいと、こ

ういう割り切り方になっているわけでございます

が、どこまでが医療行為に入るかといったような

ことにつきましては、これは時代とともに若干や

はり今までからも変化をしてまいりました。例え

ば血圧計なら、血圧を測るというのは医療行為で

ほかの人はしてはいけないと、こういうふうに言

っていた時代もあったわけでございますが、最近

ではもう家庭でどこでも血圧計は存在するという

時代になってまいりました。

そうしたことを考えますと、この口腔内におき

ます吸引の問題等につきましても、今までどおり

そうしたことでいかなければならないのか、それ

とも関係者の皆さん方のお話合いの中で、それは

一方そこは変化をさせることができ得るのか、や

はり検討をする時期に来ていると私個人は思って

おります。したがいまして、関係者の間でよく議

論をさせていただきたいと存じます。

、 。○谷博之君 大臣 どうもありがとうございました

是非検討をお願いしたいと思います。

第 回国会 参議院決算委員会 閉 号 年154 9 2002
月 日10 03

。○大沢辰美君 日本共産党の大沢辰美でございます

（中略）私は、こういう寄宿舎の中にも、養護学

校の中にも非常に今子供たちの病状が重症化して

いる、重複化しているというんですか、そういう

状況が今増えつつあります。昨日も医療ケアの問

題で、医療的なケアの問題で出されていますが、

その点についてはもう昨日質問がありましたので

省かせていただきますが、やはり医療ケアという

のは、医療的ケアというのはもう必要であるとい

うことは今、今日も実際にやられているところが

ありますから私も認識していますが、やはり指導

員の確保、人的配置、研修、様々な今やろうとし

ている来年度からのプログラムがあるように聞い

ていますが、私は、やはり宿舎というのは二十四

時間その子供たちを見ていかないといけない、生

、活指導していかないといけない大切な場所の中で

医療的行為、ケアというのも起こり得る可能性が

ある中で、私は、看護師の配置なども含めて、そ

して職員の研修なども含めてこれから重点的な制

度化というんですか対策を講じられているように

聞いていますが、その点についての今の取組方で

すか、その辺をお聞きしたいと思いますが。

○政府参考人（矢野重典君） 養護学校の寄宿舎に

医療的ケアの必要な児童生徒を受け入れるという

ことにつきましては、これは夜間を含め長時間の

生活が必要となる寄宿舎の状況を踏まえまして、

まずは寄宿舎の安全衛生上の管理体制といったよ

うな問題、さらには今御指摘がございましたけれ

ども医療施設の連携体制等、そうした児童生徒の

安全の確保が図られる、そういう体制を整えるこ

とが大変重要であろうかと思っているわけでござ

いますので、そういう観点で私どもとしても今後

関係自治体に対して指導をきちんとしてまいりた

いと思っております。

○大沢辰美君 指導はもちろんですけれども、やは

り文部科学省として、是非厚生労働省とも連携を

して子供たちの安全、そのことを守って、この寄

宿舎という私は特殊な今日の中で大事な制度だと

思いますし大事な施設だと思っておりますので、

子供たちが本当に安心してそこで生活し、学ぶこ

とができるような施設を作り上げるために努力を

していただきたいということを強く申し上げて、

質問を終わります。


